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地球環境ファシリティ（GEF）第 2回総会

－日本の環境政策と GEF－日本政府・ IGES共催によるサイドイベント

日本代表挨拶

「日本の環境政策とＧＥＦ」における我が国代表挨拶

田中　和德　財務省大臣政務官

2002年 10月 17日（木）
於　中国・北京

（序）

ご列席の皆様。

世界の首脳が、持続可能な開発の達成に、共に取り組む場として、持続可能な開発に関する

世界首脳会議、いわゆる「ヨハネスブルグ・サミット」が開催された本年、ＧＥＦ総会の一環とし

て、我が国主催のサイドイベントが開催されますことは、非常に喜ばしいことであります。ご挨

拶に先立ちまして、本サイドイベントの趣旨に賛同し、お集まりいただいた皆様に、謝意を表す

るとともに、スピーチを頂戴する谷津義男先生その他の方々、また、開催のために尽力されて

きた諸兄に、敬意を表したいと思います。

（我が国の公害克服経験）

我が国は、かつて深刻な環境問題に直面し、それを克服してきたという、貴重な経験をもって

います。私は、東京に隣接する川崎市に住んでいます。日本でも有数の工業地帯である一方、

三十年ほど前には、全国でも有数の、激甚な大気汚染の町でありましたが、関係者の努力に

よって、工場による大気汚染は、著しく改善致しました。今回のサイドイベントでは、我が国の

経験について紹介されますところ、それら我が国の経験が、現在、環境問題解決に取り組ん

でおられる皆様にとって、少なからず参考となることを願っております。

（我が国とＧＥＦ）
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我が国は、設立当初から、資金面でＧＥＦに積極的な貢献をし、米国に次ぐ、第二番目の拠出

国となっております。

さきほども申し上げました通り、我が国は、環境問題を克服してきたという、貴重な体験を通じ、

そのための技術やノウハウを蓄積しています。それらを、ＧＥＦの個別プロジェクトの策定・実施

に役立てたいと考えます。

我が国は、最近、途上国の生物多様性保全活動に対して支援を行う「クリティカル・エコシステ

ム・パートナーシップ・ファンド」への拠出、及び、我が国の財団法人「国際湖沼環境委員会」

が提唱した「湖沼流域管理イニシアティブ」の二つにつき、貢献することとなりました。詳細につ

いては、この後スピーチがなされると、承知しております。

今回のイベントは、受益国、ＧＥＦ事務局、ＮＧＯ、日本政府などが一堂に会する、またとない

機会であります。本日の貴重なスピーチや、活発な議論をきっかけとして、日本のＧＥＦへの貢

献が拡大することを期待して、私の挨拶に代えさせていただきます。
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「日本の環境政策の発展と国際貢献」

谷津　義男　　衆議院議員（元農林水産大臣）

2002年 10月 17日（木）
於　中国・北京

１．はじめに

本日は、「日本の環境政策と GEF」をテーマとするセミナーでございますが、まず私から日

本の環境政策についての基本的考え方―環境保全と経済発展の関係―について公害

克服の経験に触れながらご紹介し、さらに、環境面での日本の国際貢献についてお話し

したいと思います。

２．日本の環境政策の発展

（１）日本の公害の経験

ご存じのとおり日本はかつて第二次世界大戦で敗北し、大きな打撃を受けました。世界で

初めて原爆の惨禍にあった広島、長崎をはじめ、全国土はまさしく灰燼に帰しましたが、

そうした灰燼のなかから日本は国際社会の支援も得て経済的には力強く復活し、１９６０

年代には第二次世界大戦前を上回る繁栄を享受するにいたりました。しかし、この復興の

過程で重大な環境汚染や自然資源の破壊が進行したのであります。

経済成長の陰で、水俣病などの有害物質による水質汚濁や主要な大都市における激甚

な大気汚染は、多くの死者まで出すにいたりました。また、一方で日本人の文化や精神

の基盤でもあった国土の豊かな自然は急速に失われていったのであります。亡くなられた

方々の命はもとより、国土の自然環境も決して昔どおりには帰って参りません。経済発展

の陰でこうしたかけがいのない貴重なものを失ってしまったことは、今、日本人の心に強く

反省の念として残っております。

（２）公害防止対策費用と被害発生後の補償・環境回復費用

かつての日本においても、また少なからぬ開発途上国においては現在でも、環境保全は

経済成長を阻害するものと見なされて十分な取組みがなされずに来ました。この点につ

いて、日本の水俣病やぜん息などの経験について、その健康被害の補償や汚染された
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環境の回復に実際に要した費用と、これらを予防するために必要だった公害防止対策の

費用を比較した研究が行われました。この結果は、予防の費用は発生した被害に後追い

で対策を行う費用よりはるかに小さいというものでした。環境に配慮しない開発は、経済的

にみても長期的には引き合わないことが実証されたのです。

（３）環境保全と経済発展

そして、日本における環境汚染がピークに達していた１９６０年代後半から、公害被害者

や世論の強い要求に応え、環境汚染対策が次々に強化されました。大気汚染物質や水

質汚濁物質の規制などの法律の整備や環境庁の設置など行政機構の整備などの政府

の取組、そしてそれにあわせて産業界での公害防止の取組が急速に進展いたしました。

この過程で是非私が皆様にご報告いたしたいことは、この急速な環境保護の強化を実施

しながら、日本は経済発展を続け、いやむしろ環境保護努力を更なる発展の原動力とす

ることに一定の成功を収めたということであります。

（４）新しい産業（環境産業）の創出

１９６０年代から１９７０年代にかけ、矢継ぎ早に強化される規制に対応すべく、日本の企業

は次々と公害防止投資を行いました。火力発電所は脱硫装置を設置し、あるいは液化天

然ガスへと燃料を転換いたしました。水質汚濁の防止も徹底し、日本の河川からは水銀、

カドミウムなどの有害物質は短時日のうちに姿を消したのであります。このような企業の多

額の公害防止投資は、同時に新しい環境産業の創出にもつながりました。

自動車の排出ガス規制もよい例です。大都市における大気汚染に苦しむ日本は、１９７８

年、当時米国で導入を見送られたマスキー法をベースとした世界最高水準の自動車排

出ガス規制を導入いたしました。この規制に対応するため、日本の自動車メーカーは大

変な技術開発努力を行いましたが、それは日本のメーカーの優れた燃焼管理技術、低燃

費技術に結実し、更に日本のメーカーはその後世界市場において不利になるどころかむ

しろその優秀さを知られ発展をとげました。

このように日本は経済発展をなしとげる過程において、その前半において悲惨な公害とい

う経験を得、その後、経済発展と環境保全を両立させることに成功しました。私は、環境

保護を忘れ、経済成長にばかり邁進することの恐ろしさと、一方で環境保護は決して経済

発展と相反するものではなく、むしろ更なる経済発展の起爆剤にもなりうるものであるとい

う点をこの日本の経験から世界の方々に訴えたいと思うものであります。

（５）今後の環境政策と経済発展

去る６月４日、日本は京都議定書を締結いたしました。先ほど述べた公害の克服やそれ
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につづくオイルショックへの対応のなかで世界最高水準のエネルギー効率を達成するに

至ったわが国にとって、京都議定書の目標である１９９０年比６％もの温室効果ガス削減を

達成することは容易ではありません。しかしながら、日本は経済発展をしつつ環境保全を

実行することが必要であり可能であることを信じています。自らの経験をもとに日本がいだ

いているこのような確信を世界の方々と共有し、世界が一体となって、環境と開発が統合

されたバランスのとれた持続可能な開発への道を迷いなく進めることを願って止まないも

のであります。

３．日本の環境面での国際貢献

（１）日本の ODA と環境協力政策

さて、次に日本の環境面での国際貢献について申し上げたいと思います。日本は、地球

環境の保全、また開発途上国の環境問題解決への支援にいずれも高い優先順位を置い

ています。

開発途上国においては、今なお多数の人々が飢餓と貧困に苦しんでおり、開発途上国

の安定と発展が世界全体の平和と発展に不可欠であるという国際社会の相互依存関係

を認識する必要があります。我が国はこの認識に基づき、平和国家として世界の平和を

維持し、国際社会の繁栄を確保するため、その国力に相応しい役割を果たすことが重要

な使命であると考え、取り組んでいます。

今日、環境問題は一国の問題にとどまらず地球規模の問題となってきており、環境の保

全は先進国と開発途上国が共同で取り組むべき全人類的な課題となっています。我が国

は、地球環境問題は外交上最重要課題の一つに位置づけております。我が国は、公害

対策のための技術革新を通じて経済成長と環境保全を同時に達成した経験・ノウハウを

提供すること、これにより日本の過去の悲惨な公害経験の轍を開発途上国には踏ませな

いようにするということが持続可能な開発の実現のために友人としてできる最大の貢献で

あると考えております。

（２）日本の ODAによる政策

このようなことから、日本は開発途上国に対する援助(ODA)について大きな貢献を行って

いますが、環境分野にも大きな力を入れており、１９９２年の地球環境サミットでの公約－５

年間で９，０００億円から１兆円を環境保全協力に支出するというもの－を大幅に上回る額

で達成しました。現在でも、２０００年度における日本の ODA 総額の実に３０％以上に当

たる４，５２５億円（４２億ドル）は環境分野に向けられております。

（３）日本の GEFへの貢献
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GEF につきましては、これまで、日本はアメリカに次いで第２位の資金規模の貢献を行っ

てきましたが、GEF 第３フェーズにおきましても第２フェーズと同額の４８７．５億円の貢献

を行うことを決定しました。日本は、最近の数年間財政的に極めて厳しい状況にあり、短

期的には ODA 総額は減らさざるを得ない状況にありますが、環境問題への対応及び

GEFの重要性に鑑み、第２フェーズと同額の貢献を維持することを決定しました。

（４）日本の地球環境保全の枠組み作りへの貢献

政策面におきましても、我が国は地球環境保全の枠組み作りに力を入れており、各種条

約交渉には積極的に取り組んでおります。特に、温暖化問題には積極的に貢献してきて

おり、日本は１９９７年に気候変動枠組条約第３回締約国会合を開催し、京都議定書の取

りまとめに尽力しました。その後、京都議定書の早期発効に向けて関係各国に働きかけを

行うとともに、地球温暖化対策の実効性を確保するために、米国や途上国を含む全ての

国が参加する共通のルールが構築されるよう、引き続き最大限の努力を続けているところ

です。また、国内においても率先して地球温暖化対策の推進に努めています。

また、アジア太平洋地域の環境大臣による「エコアジア」会議や日中韓環境大臣会合を

毎年開催し、この地域での環境保全について議論しております。

（５）日本企業の技術力等の GEFプロジェクトへの可能性

環境問題に対応するための技術につきましては、先に公害克服の経験や低公害車の開

発について述べましたが、近年では日本の自動車メーカーは、世界に先駆けてエンジン

とモーターを組み合わせたハイブリッドカーの販売を開始し、年内にも燃料電池車の販売

を開始する予定です。また、風力や太陽光発電など、自然エネルギーの利用にも積極的

に取り組んでおります。ODAにおきましては日本の高い技術力が生かされておりますが、

GEF プロジェクトにつきましては、現在のところ日本の参加は限られたものになっており、

企業等の高い技術力が生かされておりません。また、国際協力においては NGO との連

携が重要ですが、GEF プロジェクトについての日本の NGO の参加も今後の課題といえ

ます。

４．おわりに

このように、日本の GEF 参加については具体的な取組みを通じた国際的な連携が課題

であり、本日は、GEF プロジェクトへの日本の貢献を拡大するために、日本の企業の技術

力や NGO の知見を生かして、どのようにしたら日本の企業や NGO の GEF プロジェクト

への参加を拡大できるかについて議論していただきたいと思います。

ご静聴有り難うございました。
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